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一 般 会 計



議案第8号

令 和 ４ 年 度 長 岡 市 一 般 会 計 予 算

　令和４年度長岡市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ131, 978, 000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（継　続　費）

第２条　　地方自治法（昭和22年法律第67号）第212条第１項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第２

表　継続費」による。

（債務負担行為）

第３条　　地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第３

表　債務負担行為」による。

（地　方　債）

第４条　　地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法は、「第４表　地方債」による。

（一時借入金）

第５条　　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、25, 000, 000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第６条　　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は、次のとおりと定める。

　　各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（報酬に係る共済費を除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　令和４年３月４日提出

� 長岡市長　　磯　田　達　伸
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第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

　歳　　　入
� （単位　千円）　 � （単位　千円）　

款 項 金　　　　　　　　　額

１　市 税 ３６，４９２，０００

１　市 民 税 １５，１8６，０００

２　固 定 資 産 税 １６，６５７，０００

３　軽 自 動 車 税 ９４５，０００

４　市 た ば こ 税 １，６００，００１

５　鉱 産 税 ４９０，００１

６　入 湯 税 ２５，００１

７　都 市 計 画 税 １，５88，９９７

２　地 方 譲 与 税 １，２７０，００１

１　地 方 揮 発 油 譲 与 税 ３００，０００

２　自 動 車 重 量 譲 与 税 ９００，０００

３　地 方 道 路 譲 与 税 １

４　森 林 環 境 譲 与 税 ７０，０００

３　利 子 割 交 付 金 ２５，０００

１　利 子 割 交 付 金 ２５，０００

４　配 当 割 交 付 金 １３０，０００

１　配 当 割 交 付 金 １３０，０００

５　株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 １５０，０００

１　株式等譲渡所得割交付金 １５０，０００

６　法 人 事 業 税 交 付 金 ５６０，０００

１　法 人 事 業 税 交 付 金 ５６０，０００

７　地 方 消 費 税 交 付 金 ６，６７０，０００

１　地 方 消 費 税 交 付 金 ６，６７０，０００

８　ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 ３０，０００

１　ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 ３０，０００

９　環 境 性 能 割 交 付 金 ７９，０００

１　環 境 性 能 割 交 付 金 ７９，０００

10　地 方 特 例 交 付 金 ２７５，０００

１　地 方 特 例 交 付 金 ２５０，０００

２　新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補てん特別交付金 ２５，０００

11　地 方 交 付 税 ２８，８２０，０００

１　地 方 交 付 税 ２8，8２０，０００

款 項 金　　　　　　　　　額

12　交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 ３０，０００

１　交通安全対策特別交付金 ３０，０００

13　分 担 金 及 び 負 担 金 ４２０，３６５

１　分 担 金 ２，７５8

２　負 担 金 ４１７，６０７

14　使 用 料 及 び 手 数 料 １，７１６，８１１

１　使 用 料 ７４8，３３９

２　手 数 料 ９６8，４７２

15　国 庫 支 出 金 ２０，２７４，２４５

１　国 庫 負 担 金 １１，９４９，６０５

２　国 庫 補 助 金 8，２７０，３５５

３　委 託 金 ５４，２8５

16　県 支 出 金 ８，５８１，８６１

１　県 負 担 金 ５，０8９，５２５

２　県 補 助 金 ２，６２５，５９１

３　委 託 金 8６６，７４５

17　財 産 収 入 ３２９，６７１

１　財 産 運 用 収 入 ２１５，8４２

２　財 産 売 払 収 入 １１３，8２９

18　寄 附 金 ２，１００，００３

１　寄 附 金 ２，１００，００３

19　繰 入 金 １，３３８，１１８

１　基 金 繰 入 金 １，３３8，１１8

20　繰 越 金 １

１　繰 越 金 １

21　諸 収 入 ８，３８５，５２４

１　延滞金、加算金及び過料 ５２，００１

２　市 預 金 利 子 ５０

３　貸 付 金 元 利 収 入 ７，２７8，６０７

４　受 託 事 業 収 入 ２５，５９１

５　雑 入 １，０２９，２７５

22　市 債 １４，３００，４００

１　市 債 １４，３００，４００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 １３１，９７８，０００
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　歳　　　出
� （単位　千円）　 � （単位　千円）　

款 項 金　　　　　　　　　額

１　議 会 費 ５２４，３３３

１　議 会 費 ５２４，３３３

２　総 務 費 １５，３８１，６３５

１　総 務 管 理 費 １３，２５３，７６２

２　徴 税 費 88２，９７２

３　戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 ７５７，8９8

４　選 挙 費 ３５8，５２７

５　統 計 調 査 費 ４５，４２３

６　監 査 委 員 費 8３，０５３

３　民 生 費 ４０，６３５，９２６

１　社 会 福 祉 費 １8，５９９，４０６

２　児 童 福 祉 費 １９，９8７，５９３

３　生 活 保 護 費 ２，０４8，９２７

４　衛 生 費 ９，７８７，８６０

１　保 健 衛 生 費 ５，７００，７９９

２　清 掃 費 ３，７２8，４２２

３　上 水 道 費 ３５8，６３９

５　労 働 費 ３６７，５１３

１　労 働 諸 費 ３６７，５１３

６　農 林 水 産 業 費 ３，１２２，１０７

１　農 業 費 ２，９１8，２４９

２　林 業 費 １７９，４４２

３　水 産 業 費 ２４，４１６

７　商 工 費 ５，１２４，８３１

１　商 工 費 ５，１２４，8３１

８　土 木 費 ２２，０１１，９４６

１　土 木 管 理 費 8０３，３４8

２　道 路 橋 り ょ う 費 ５，６０１，２７７

３　河 川 費 ４６３，４8２

４　港 湾 費 ３，４７６

５　都 市 計 画 費 １０，１６２，４１５

６　住 宅 費 ４，９７７，９４8

款 項 金　　　　　　　　　額

９　消 防 費 ７，２７６，６５３

１　消 防 費 ７，２７６，６５３

10　教 育 費 ８，９２３，１７７

１　教 育 総 務 費 ２，１４５，２88

２　小 学 校 費 ２，６２６，５６９

３　中 学 校 費 １，５１０，１３２

４　幼 稚 園 費 ４２，１９１

５　総 合 支 援 学 校 費 １５０，９２２

６　社 会 教 育 費 １，３０５，３６３

７　保 健 体 育 費 １，１４２，７１２

11　公 債 費 １８，７７２，０１９

１　公 債 費 １8，７７２，０１９

12　予 備 費 ５０，０００

１　予 備 費 ５０，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 １３１，９７８，０００
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第 ２ 表　　継 　 続 　 費

� （単位　千円）　

款 項 事 業 名 総 額 年 度 年 割 額

2　総 務 費 1　総 務 管 理 費
栃 尾 地 域�
交流拠点施設駐車場�
整 備 事 業

360, 000

令和４年度 144, 000

令和５年度 216, 000

10　教 育 費 6　社 会 教 育 費
中央図書館施設設備�
改 修 事 業

67, 000

令和４年度 25, 800

令和５年度 41, 200
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第 ３ 表　　債務負担行為

� （単位　千円）　

事 項 期 間 限 度 額

新斎場火葬炉整備事業費
令 和 ４ 年 度 か ら�
令 和 ９ 年 度 ま で

210, 000

米百俵プレイスミライエ長岡整備事業費
令 和 ４ 年 度 か ら�
令 和 ５ 年 度 ま で

80, 000

新潟県信用保証協会が長岡市中小企業経営支援借換
対応特別融資について行う信用保証に対する損失補
償

令 和 ４ 年 度 か ら�
令 和 14 年 度 ま で

3, 750

新潟県信用保証協会が長岡市中小企業連鎖倒産防止
対策資金について行う信用保証に対する損失補償

令 和 ４ 年 度 か ら�
令 和 14 年 度 ま で

1, 650

「長岡産業交流会館」改修工事の元利償還金補助
令 和 ４ 年 度 か ら�
令 和 14 年 度 ま で

64, 000

米百俵プレイスミライエ長岡運営事業費
令 和 ４ 年 度 か ら�
令 和 ７ 年 度 ま で

254, 100
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第 ４ 表　　地 　 方 　 債

� （単位　千円）　 � （単位　千円）　

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

普 通 財 産 整 備 事 業 5, 500

普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

年 5. 0 ％ 以 内
（ただし、利率
見直し方式で
借り入れる政府
資金等について、
利率の見直しを
行った後におい
ては、当該見直
し後の利率）

政府資金については、その融資
条件による。銀行その他の場合
は、その債権者と協定する。た
だし、市財政の都合により据置
期間及び償還期限を短縮もしく
は繰上償還又は借換えをするこ
とができる。

支 所 庁 舎 整 備 事 業 54, 600

長 岡 造 形 大 学 整 備 事 業 172, 200

地 域 情報通信基盤整備事業 75, 200

リ リ ッ ク ホ ー ル 整 備 事 業 37, 100

文 化 セ ン タ ー 整 備 事 業 13, 700

町 内 公 民 館 整 備 事 業 5, 200

コミュニティセンター整備事業 111, 200

地 域 会 館 等 整 備 事 業 40, 800

旧 公 民 館 解 体 事 業 5, 500

栃尾地域交流拠点施設整備事業 128, 000

老 人 福 祉 施 設 整 備 事 業 5, 500

デイサービスセンター整備事業 7, 900

社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 17, 700

保 育 所 整 備 事 業 34, 700

児 童 福 祉 施 設 整 備 事 業 216, 000

新 斎 場 整 備 事 業 127, 200

健 康 セ ン タ ー 整 備 事 業 1, 500

廃 棄 物 処 理 施 設 整 備 事 業 124, 700

旧 廃 棄物処理施設解体事業 1, 700

県 営 土 地 改 良 事 業 179, 600

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

団 体 営 土 地 改 良 事 業 28, 100

林 業 施 設 整 備 事 業 13, 700

観 光 施 設 整 備 事 業 78, 100

建 設 発生土処理場整備事業 33, 700

道 路 橋 り ょ う 整 備 事 業 2, 016, 400

河 川 整 備 事 業 312, 000

急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 25, 700

街 な み 環 境 整 備 事 業 64, 700

交 通 関 連 施 設 整 備 事 業 20, 100

市 街 地 再 開 発 事 業 2, 199, 300

公 園 整 備 事 業 60, 900

公 営 住 宅 建 設 事 業 176, 300

消 防 施 設 整 備 事 業 981, 300

除 雪 機 械 整 備 事 業 66, 800

道 路 消雪施設整備補助事業 52, 500

小 学 校 整 備 事 業 144, 600

中 学 校 整 備 事 業 88, 300

総 合 支 援 学 校 整 備 事 業 1, 500

社 会 教 育 施 設 整 備 事 業 138, 500

体 育 施 設 整 備 事 業 137, 800

過疎地域持続的発展特別事業 239, 400
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議案第９号

令和４年度長岡市国民健康保険事業特別会計予算

　令和４年度長岡市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23, 823, 100千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（地　方　債）

第２条　　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

（一時借入金）

第３条　　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3, 000, 000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条　　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は、次のとおりと定める。

　　２款保険給付費の各項に計上した委託料及び負担金補助及び交付金に係る予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　令和４年３月４日提出

� 長岡市長　　磯　田　達　伸

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

臨 時 財 政 対 策 債 1, 840, 000

借 換 債 4, 215, 200

計 14, 300, 400

� （単位　千円）　
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国民健康保険事業特別会計



議案第９号

令和４年度長岡市国民健康保険事業特別会計予算

　令和４年度長岡市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23, 823, 100千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（地　方　債）

第２条　　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

（一時借入金）

第３条　　地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3, 000, 000千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条　　地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場

合は、次のとおりと定める。

　　２款保険給付費の各項に計上した委託料及び負担金補助及び交付金に係る予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　令和４年３月４日提出

� 長岡市長　　磯　田　達　伸

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

臨 時 財 政 対 策 債 1, 840, 000

借 換 債 4, 215, 200

計 14, 300, 400

� （単位　千円）　
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　歳　　　出
� （単位　千円）　

款 項 金　　　　　　　　　額

１　総 務 費 ２９０，４２６

１　運 営 協 議 会 費 ５１５

２　総 務 管 理 費 ２５１，２１４

３　医療費適正化特別対策事業費 ２０，４５３

４　保 険 料 徴 収 費 １8，２４４

２　保 険 給 付 費 １７，５２０，６８７

１　療 養 諸 費 １７，４５１，５９５

２　移 送 費 １０１

３　出 産 育 児 一 時 金 ４４，１２３

４　葬 祭 費 ２４，２５０

５　傷 病 手 当 金 ６１8

３　国民健康保険事業費納付金 ５，６８９，０４３

１　医 療 給 付 費 ３，8７３，１９７

２　介 護 納 付 金 ４２５，8５７

３　後 期 高 齢 者 支 援 金 １，３8９，９8９

４　保 健 事 業 費 ２１１，５５７

１　保 健 事 業 費 ２１１，５５７

５　基 金 積 立 金 １７１

１　基 金 積 立 金 １７１

６　公 債 費 ５，１０８

１　公 債 費 ５，１０8

７　諸 支 出 金 １０５，１０８

１　償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ２４，２６５

２　繰 出 金 8０，8４３

８　予 備 費 １，０００

１　予 備 費 １，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２３，８２３，１００

第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

　歳　　　入
� （単位　千円）　

款 項 金　　　　　　　　　額

１　国 民 健 康 保 険 料 ４，２４２，１５８

１　国 民 健 康 保 険 料 ４，２４２，１５8

２　国 民 健 康 保 険 税 １３８

１　国 民 健 康 保 険 税 １３8

３　使 用 料 及 び 手 数 料 ２，０９３

１　手 数 料 ２，０９３

４　国 庫 支 出 金 ４５６

１　国 庫 補 助 金 ４５６

５　県 支 出 金 １７，２１９，７５７

１　県 補 助 金 １７，２１９，７５７

６　財 産 収 入 １７１

１　財 産 運 用 収 入 １７１

７　繰 入 金 ２，２８４，９４４

１　一 般 会 計 繰 入 金 １，９３４，９４４

２　基 金 繰 入 金 ３５０，０００

８　繰 越 金 １

１　繰 越 金 １

９　諸 収 入 ５３，８８２

１　延滞金、加算金及び過料 ２４，１０７

２　雑 入 ２９，７７５

10　市 債 １９，５００

１　市 債 １９，５００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２３，８２３，１００
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議案第10号

令和４年度長岡市国民健康保険寺泊診療所事業特別会計予算

　令和４年度長岡市の国民健康保険寺泊診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ113, 700千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　　令和４年３月４日提出

� 長岡市長　　磯　田　達　伸

第 ２ 表　　地 　 方 　 債

� （単位　千円）　

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

国 民 健 康 保 険

寺 泊 診 療 所�

整 備 事 業

19, 500

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

年 5 . 0 ％ 以 内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金等に

ついて、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見

直し後の利率）

政府資金については、その融資条

件による。銀行その他の場合は、

その債権者と協定する。ただし、

市財政の都合により据置期間及び

償還期限を短縮もしくは繰上償還

又は借換えをすることができる。
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国民健康保険寺泊診療所事業特別会計



議案第10号

令和４年度長岡市国民健康保険寺泊診療所事業特別会計予算

　令和４年度長岡市の国民健康保険寺泊診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ113, 700千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　　令和４年３月４日提出

� 長岡市長　　磯　田　達　伸

第 ２ 表　　地 　 方 　 債

� （単位　千円）　

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

国 民 健 康 保 険

寺 泊 診 療 所�

整 備 事 業

19, 500

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

年 5 . 0 ％ 以 内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金等に

ついて、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見

直し後の利率）

政府資金については、その融資条

件による。銀行その他の場合は、

その債権者と協定する。ただし、

市財政の都合により据置期間及び

償還期限を短縮もしくは繰上償還

又は借換えをすることができる。
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第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

　歳　　　入
� （単位　千円）　

款 項 金　　　　　　　　　額

１　診 療 収 入 ３２，４４３

１　外 来 収 入 ３０，９8０

２　そ の 他 の 診 療 収 入 １，４６３

２　使 用 料 及 び 手 数 料 ８４

１　使 用 料 ４

２　手 数 料 8０

３　繰 入 金 ８０，８４３

１　他 会 計 繰 入 金 8０，8４３

４　繰 越 金 １

１　繰 越 金 １

５　諸 収 入 ３２９

１　雑 入 ３２９

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 １１３，７００

　歳　　　出
� （単位　千円）　

款 項 金　　　　　　　　　額

１　総 務 費 ６７，５６９

１　施 設 管 理 費 ６７，５６９

２　医 業 費 ４５，６３１

１　医 業 費 ４５，６３１

３　予 備 費 ５００

１　予 備 費 ５００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 １１３，７００
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後期高齢者医療事業特別会計



議案第11号

令和４年度長岡市後期高齢者医療事業特別会計予算

　令和４年度長岡市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3, 153, 900千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

　　令和４年３月４日提出

� 長岡市長　　磯　田　達　伸
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第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

　歳　　　入
� （単位　千円）　

款 項 金　　　　　　　　　額

１　後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ２，４４３，８７１

１　後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 ２，４４３，8７１

２　使 用 料 及 び 手 数 料 １２１

１　手 数 料 １２１

３　繰 入 金 ６９５，３５２

１　一 般 会 計 繰 入 金 ６９５，３５２

４　繰 越 金 １

１　繰 越 金 １

５　諸 収 入 １４，５５５

１　延滞金、加算金及び過料 １

２　雑 入 １４，５５４

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ３，１５３，９００

　歳　　　出
� （単位　千円）　

款 項 金　　　　　　　　　額

１　総 務 費 ３８，８２６

１　総 務 管 理 費 ３６，９５９

２　保 険 料 徴 収 費 １，8６７

２　後期高齢者医療広域連合納付金 ３，１１２，０４８

１　後期高齢者医療広域連合納付金 ３，１１２，０４8

３　諸 支 出 金 ２，９２６

１　償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ２，９２６

４　予 備 費 １００

１　予 備 費 １００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ３，１５３，９００
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介護保険事業特別会計



議案第12号

令和４年度長岡市介護保険事業特別会計予算

　令和４年度長岡市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ28, 327, 000千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（歳出予算の流用）

第２条　　地方自治法（昭和22年法律第67号）第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　２款保険給付費の各項に計上した委託料及び負担金補助及び交付金に係る予算額に過不足を生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

　　令和４年３月４日提出

� 長岡市長　　磯　田　達　伸
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第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

　歳　　　入
� （単位　千円）　

款 項 金　　　　　　　　　額

１　介 護 保 険 料 ５，６５８，４５８

１　介 護 保 険 料 ５，６５8，４５8

２　分 担 金 及 び 負 担 金 ５，５４３

１　負 担 金 ５，５４３

３　使 用 料 及 び 手 数 料 ９７８

１　手 数 料 ９７8

４　国 庫 支 出 金 ６，６６１，４６３

１　国 庫 負 担 金 ４，７8９，０88

２　国 庫 補 助 金 １，8７２，３７５

５　支 払 基 金 交 付 金 ７，４１８，３０２

１　支 払 基 金 交 付 金 ７，４１8，３０２

６　県 支 出 金 ４，１２６，０３７

１　県 負 担 金 ３，９７３，９５９

２　県 補 助 金 １５２，０７０

３　委 託 金 8

７　財 産 収 入 １３０

１　財 産 運 用 収 入 １３０

８　繰 入 金 ４，４５５，１７１

１　一 般 会 計 繰 入 金 ４，０１６，１６０

２　基 金 繰 入 金 ４３９，０１１

９　繰 越 金 １

１　繰 越 金 １

10　諸 収 入 ９１７

１　延滞金、加算金及び過料 １００

２　雑 入 8１７

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２８，３２７，０００

　歳　　　出
� （単位　千円）　

款 項 金　　　　　　　　　額

１　総 務 費 ３８２，７６４

１　総 務 管 理 費 ２０９，６8２

２　保 険 料 徴 収 費 ２，５５３

３　介 護 認 定 事 務 費 １７０，５２９

２　保 険 給 付 費 ２６，９６３，２２７

１　介 護 給 付 費 ２６，９４8，５１２

２　そ の 他 諸 費 １４，７１５

３　地 域 支 援 事 業 費 ９７５，３５４

１　介護予防・日常生活支援総合事業費 ５１４，９8６

２　包括的支援事業・任意事業費 ４５９，０９６

３　そ の 他 諸 費 １，２７２

４　基 金 積 立 金 １３１

１　基 金 積 立 金 １３１

５　諸 支 出 金 ４，５２４

１　償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 ４，２０７

２　保 険 給 付 費 ３１７

６　予 備 費 １，０００

１　予 備 費 １，０００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２８，３２７，０００
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診 療 所 事 業 特 別 会 計



議案第13号

令和４年度長岡市診療所事業特別会計予算

　令和４年度長岡市の診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ295, 500千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（地　方　債）

第２条　　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

　　令和４年３月４日提出

� 長岡市長　　磯　田　達　伸
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第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

　歳　　　入
� （単位　千円）　

款 項 金　　　　　　　　　額

１　使 用 料 及 び 手 数 料 １４３，９１６

１　使 用 料 １３５，５７６

２　手 数 料 8，３４０

２　県 支 出 金 ５７，６６２

１　県 補 助 金 ５７，６６２

３　財 産 収 入 ２５２

１　財 産 運 用 収 入 ２５２

４　繰 入 金 ８７，００３

１　一 般 会 計 繰 入 金 8７，００３

５　繰 越 金 １

１　繰 越 金 １

６　諸 収 入 ３，９６６

１　受 託 事 業 収 入 １，９４３

２　雑 入 ２，０２３

７　市 債 ２，７００

１　市 債 ２，７００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ２９５，５００

　歳　　　出
� （単位　千円）　

款 項 金　　　　　　　　　額

１　総 務 費 １７５，６１６

１　総 務 管 理 費 １３8，７５３

２　診 療 所 管 理 運 営 費 ３４，１６３

３　診 療 所 施 設 整 備 費 ２，７００

２　医 業 費 １１５，１８９

１　医 業 費 １１５，１8９

３　公 債 費 ４，１９５

１　公 債 費 ４，１９５

４　予 備 費 ５００

１　予 備 費 ５００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ２９５，５００
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議案第14号

令和４年度長岡市浄化槽整備事業特別会計予算

　令和４年度長岡市の浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ51, 900千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（地　方　債）

第２条　　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

　　令和４年３月４日提出

� 長岡市長　　磯　田　達　伸

第 ２ 表　　地 　 方 　 債

� （単位　千円）　

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

診 療 所 施 設 等

整 備 事 業
2, 700

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

年 5 . 0 ％ 以 内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金等に

ついて、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見

直し後の利率）

政府資金については、その融資条

件による。銀行その他の場合は、

その債権者と協定する。ただし、

市財政の都合により据置期間及び

償還期限を短縮もしくは繰上償還

又は借換えをすることができる。

―�特 18�――�特 17�―



浄化槽整備事業特別会計



議案第14号

令和４年度長岡市浄化槽整備事業特別会計予算

　令和４年度長岡市の浄化槽整備事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条　　歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ51, 900千円と定める。

２　歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による。

（地　方　債）

第２条　　地方自治法（昭和22年法律第67号）第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表　地方債」による。

　　令和４年３月４日提出

� 長岡市長　　磯　田　達　伸

第 ２ 表　　地 　 方 　 債

� （単位　千円）　

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

診 療 所 施 設 等

整 備 事 業
2, 700

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

年 5 . 0 ％ 以 内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金等に

ついて、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見

直し後の利率）

政府資金については、その融資条

件による。銀行その他の場合は、

その債権者と協定する。ただし、

市財政の都合により据置期間及び

償還期限を短縮もしくは繰上償還

又は借換えをすることができる。
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第 １ 表　　歳 入 歳 出 予 算

　歳　　　入
� （単位　千円）　

款 項 金　　　　　　　　　額

１　分 担 金 及 び 負 担 金 ４９１

１　分 担 金 ４９１

２　使 用 料 及 び 手 数 料 １４，３３６

１　使 用 料 １４，３３６

３　国 庫 支 出 金 ９８９

１　国 庫 補 助 金 ９8９

４　繰 入 金 ２６，４８２

１　繰 入 金 ２６，４8２

５　繰 越 金 １

１　繰 越 金 １

６　諸 収 入 １

１　雑 入 １

７　市 債 ９，６００

１　市 債 ９，６００

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 ５１，９００

　歳　　　出
� （単位　千円）　

款 項 金　　　　　　　　　額

１　浄 化 槽 費 ４０，５１９

１　浄 化 槽 管 理 費 ３５，３３７

２　浄 化 槽 整 備 費 ５，１8２

２　公 債 費 １１，１８１

１　公 債 費 １１，１8１

３　予 備 費 ２００

１　予 備 費 ２００

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計 ５１，９００
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第 ２ 表　　地 　 方 　 債

� （単位　千円）　

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

特定地域生活排水

処 理 事 業
9, 600

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

年 5 . 0 ％ 以 内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金等に

ついて、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見

直し後の利率）

政府資金については、その融資条

件による。銀行その他の場合は、

その債権者と協定する。ただし、

市財政の都合により据置期間及び

償還期限を短縮もしくは繰上償還

又は借換えをすることができる。

議案第15号

令和４年度長岡市下水道事業会計予算

（総　　則）

第１条　　令和４年度長岡市下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

　⑴　処 理 世 帯 数� 105, 800　世帯

　⑵　年 間 総 処 理 水 量� 45, 300, 000　㎥　

　⑶　一日平均処理水量� 124, 110　㎥　

　⑷　主要な建設改良事業　　　　　◦公共下水道事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・管渠整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ポンプ場整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・処理場整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　◦特定環境保全公共下水道事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・管渠整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・処理場整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　◦農業集落排水事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・管渠整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・処理場整備事業

（収益的収入及び支出）

第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　　　入

　第　１　款　　事 業 収 益� 10, 047, 000　千円

　　　第　１　項　　営 業 収 益� 5, 095, 468　千円

　　　第　２　項　　営 業 外 収 益� 4, 881, 320　千円

　　　第　３　項　　特 別 利 益� 70, 212　千円

支　　　　　　　　　　出

　第　１　款　　事 業 費 用� 10, 047, 000　千円

　　　第　１　項　　営 業 費 用� 9, 294, 830　千円

　　　第　２　項　　営　業　外　費　用� 748, 514　千円

　　　第　３　項　　特 別 損 失� 2, 656　千円

　　　第　４　項　　予　　　備　　　費� 1, 000　千円
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下 水 道 事 業 会 計



第 ２ 表　　地 　 方 　 債

� （単位　千円）　

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

特定地域生活排水

処 理 事 業
9, 600

普 通 貸 借

又 は

証 券 発 行

年 5 . 0 ％ 以 内

（ただし、利率見

直し方式で借り入

れる政府資金等に

ついて、利率の見

直しを行った後に

おいては、当該見

直し後の利率）

政府資金については、その融資条

件による。銀行その他の場合は、

その債権者と協定する。ただし、

市財政の都合により据置期間及び

償還期限を短縮もしくは繰上償還

又は借換えをすることができる。

議案第15号

令和４年度長岡市下水道事業会計予算

（総　　則）

第１条　　令和４年度長岡市下水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

　⑴　処 理 世 帯 数� 105, 800　世帯

　⑵　年 間 総 処 理 水 量� 45, 300, 000　㎥　

　⑶　一日平均処理水量� 124, 110　㎥　

　⑷　主要な建設改良事業　　　　　◦公共下水道事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・管渠整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ポンプ場整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・処理場整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　◦特定環境保全公共下水道事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・管渠整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・処理場整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　◦農業集落排水事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・管渠整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　・処理場整備事業

（収益的収入及び支出）

第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　　　入

　第　１　款　　事 業 収 益� 10, 047, 000　千円

　　　第　１　項　　営 業 収 益� 5, 095, 468　千円

　　　第　２　項　　営 業 外 収 益� 4, 881, 320　千円

　　　第　３　項　　特 別 利 益� 70, 212　千円

支　　　　　　　　　　出

　第　１　款　　事 業 費 用� 10, 047, 000　千円

　　　第　１　項　　営 業 費 用� 9, 294, 830　千円

　　　第　２　項　　営　業　外　費　用� 748, 514　千円

　　　第　３　項　　特 別 損 失� 2, 656　千円

　　　第　４　項　　予　　　備　　　費� 1, 000　千円

―�特 22�――�特 21�―



（企　業　債）

第６条　　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

� （単位　千円）　

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償　　還　　の　　方　　法

下 水 道 施 設�
整 備 事 業

2, 423, 300
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

年 5.0 ％ 以 内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金等に
ついて、利率の見
直しを行った後に
おいては、当該見
直し後の利率）

政府資金については、その融資条件に
よる。銀行その他の場合は、その債権
者と協定する。ただし、企業財政の都
合により据置期間及び償還期限を短
縮もしくは繰上償還又は借換えをす
ることができる。

計 2, 423, 300

（一時借入金）
第７条　　一時借入金の限度額は、5, 000, 000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）
第8条　　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。
　　各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における、同一款内でこれらの経費の各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第９条　　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経
費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。
　　職員給与費　　　293, 558　千円

（他会計からの補助金）
第10条　　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。
⑴　雨水処理に要する経費に対する負担金� 1, 278, 084　千円
⑵　分流式下水道等に要する経費に対する補助金� 645, 357　千円
⑶　流域下水道の建設に要する経費に対する補助金� 9, 325　千円
⑷　下水道に排除される下水の規制に関する事務に要する経費に対する補助金� 97, 849　千円
⑸　水洗便所に係る改造命令等に関する事務に要する経費に対する補助金� 7, 784　千円
⑹　不明水の処理に要する経費に対する補助金� 44, 408　千円
⑺　普及特別対策に要する経費に対する補助金� 27, 542　千円
⑻　緊急下水道整備特定事業に要する経費に対する補助金� 3, 005　千円
⑼　農業集落排水緊急整備事業に要する経費に対する補助金� 4, 412　千円
⑽　下水道事業債（特例措置分）の企業債利子に対する補助金� 2, 139　千円
⑾　臨時財政特例債の企業債利子に対する補助金� 2, 842　千円
⑿　補正予算債の企業債利子に対する補助金� 357　千円
⒀　下水道事業債（広域化・共同化分）の企業債利子に対する補助金� 132　千円
⒁　その他下水道事業の支出に対する補助金� 914, 267　千円
　　　　　　合　　　　　　計� 3, 037, 503　千円

　　令和４年３月４日提出

� 長岡市長　　磯　田　達　伸

（資本的収入及び支出）

第４条　　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額�

3,320,600千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額208,732千円、過年度分損益勘定留保資金235,325千円、

当年度分損益勘定留保資金2,676,543千円及び減債積立金200,000千円で補てんするものとする。）

収　　　　　　　　　　入

　第　１　款　　資 本 的 収 入� 5, 031, 200　千円

　　　第　１　項　　企 業 債� 2, 423, 300　千円

　　　第　２　項　　国 庫 補 助 金� 1, 277, 850　千円

　　　第　３　項　　他 会 計 出 資 金� 1, 254, 017　千円

　　　第　４　項　　負 担 金� 73, 652　千円

　　　第　５　項　　貸 付 金 回 収 金� 2, 380　千円

　　　第　６　項　　固定資産売却代金� 1　千円

支　　　　　　　　　　出

　第　１　款　　資 本 的 支 出� 8, 351, 800　千円

　　　第　１　項　　建 設 改 良 費� 3, 831, 378　千円

　　　第　２　項　　企 業 債 償 還 金� 4, 517, 042　千円

　　　第　３　項　　投 資� 2, 380　千円

　　　第　４　項　　予 備 費� 1, 000　千円

（継　続　費）

第５条　　継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

� （単位　千円）　

款 項 事　　業　　名 総　　額 年　　度 年 割 額

資本的支出 建設改良費
平 島 中 継 ポ ン プ 場�
設 備 更 新 事 業

289, 500
令和４年度 61, 500

令和５年度 228, 000

資本的支出 建設改良費
長 岡 中 央 浄 化 セ ン タ ー�
監 視 制 御 設 備 更 新 事 業

569, 000
令和４年度 40, 500

令和５年度 528, 500

資本的支出 建設改良費
長 岡 中 央 浄 化 セ ン タ ー�
汚 泥 濃 縮 設 備 更 新 事 業

431, 000
令和４年度 92, 000

令和５年度 339, 000

資本的支出 建設改良費
小 国 浄 化 セ ン タ ー�
反応タンク設備更新事業

492, 000
令和４年度 132, 500

令和５年度 359, 500

資本的支出 建設改良費
寺 泊 浄 化 セ ン タ ー�
監 視 制 御 設 備 更 新 事 業

227, 000
令和４年度 61, 000

令和５年度 166, 000
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事 業 会 計 予 算 実 施 計 画
及 　 び 　 支 　 出 　 　 　
　支　　　出� （単位　千円）

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　事 業 費 用 10,047,000

１　営 業 費 用 9,294,830

１　管 渠 費 551, 653

２　ポ ン プ 場 費 80, 843

３　処 理 場 費 1, 513, 323

４　 549, 016

５　業 務 費 290, 011

６　総 係 費 204, 263

７　減 価 償 却 費 6, 070, 721

8　資 産 減 耗 費 35, 000

２　営 業 外 費 用 748,514

１　　 668, 514

２　消費税及び地方消費税 80, 000

３　特 別 損 失 2,656

１　固 定 資 産 売 却 損 10

２　過 年 度 損 益 修 正 損 2, 240

３　そ の 他 特 別 損 失 406

４　予 備 費 1,000

１　予 備 費 1, 000

流 域 下 水 道
維 持 管 理 負 担 金

支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

令 和 ４ 年 度 長 岡 市 下 水 道
　 　 収 　 益 　 的 　 収 　 入

　収　　　入� （単位　千円）

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　事 業 収 益 10,047,000

１　営 業 収 益 5,095,468

１　下 水 道 使 用 料 3, 817, 132

２　他 会 計 負 担 金 1, 278, 084

３　そ の 他 営 業 収 益 252

２　営 業 外 収 益 4,881,320

１　他 会 計 補 助 金 1, 759, 419

２　国 庫 補 助 金 51, 750

３　県 補 助 金 8, 000

４　長期前受金戻入収益 2, 985, 121

５　雑 収 益 77, 030

３　特 別 利 益 70,212

１　固 定 資 産 売 却 益 10

２　過 年 度 損 益 修 正 益 70, 199

３　そ の 他 特 別 利 益 3
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議案第16号

令和４年度長岡市水道事業会計予算

（総　　則）

第１条　　令和４年度長岡市水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

　⑴　給 水 戸 数� 108, 800　戸

　⑵　年 間 総 給 水 量� 　32, 665, 000　㎥

　⑶　一 日 平 均 給 水 量� 89, 493　㎥

　⑷　主要な建設改良事業　　　　　◦浄水施設整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　◦送配水管整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　◦送配水施設整備事業

（収益的収入及び支出）

第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　　　入

　第　１　款　　事 業 収 益� 5, 958, 300　千円

　　　第　１　項　　営 業 収 益� 5, 416, 841　千円

　　　第　２　項　　営 業 外 収 益� 541, 438　千円

　　　第　３　項　　特 別 利 益� 21　千円

支　　　　　　　　　　出

　第　１　款　　事 業 費 用� 5, 520, 800　千円

　　　第　１　項　　営 業 費 用� 5, 203, 083　千円

　　　第　２　項　　営 業 外 費 用� 306, 580　千円

　　　第　３　項　　特 別 損 失� 1, 137　千円

　　　第　４　項　　予 備 費� 10, 000　千円

資 本 的 収 入 及 び 支 出
　収　　　入� （単位　千円）

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　資 本 的 収 入 5,031,200

１　企 業 債 2,423,300

１　企 業 債 2, 423, 300

２　国 庫 補 助 金 1,277,850

１　国 庫 補 助 金 1, 277, 850

３　他会計出資金 1,254,017

１　他 会 計 出 資 金 1, 254, 017

４　負 担 金 73,652

１　工 事 負 担 金 28, 000

２　受 益 者 負 担 金 40, 152

３　受 益 者 分 担 金 5, 500

５　貸付金回収金 2,380

１　　 2, 380

６　 1

１　固 定 資 産 売 却 代 金 1

水 洗 便 所 改 造 資 金
貸 付 金 回 収 金

固 定 資 産
売 却 代 金

　支　　　出� （単位　千円）

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　資 本 的 支 出 8,351,800

１　建 設 改 良 費 3,831,378

１　事 務 費 131, 769

２　資 産 購 入 費 5, 990

３　管 路 整 備 費 1, 558, 800

４　ポ ン プ 場 整 備 費 1, 553, 042

５　処 理 場 整 備 費 392, 600

６　流域下水道建設負担金 189, 177

２　企業債償還金 4,517,042

１　企 業 債 償 還 金 4, 517, 042

３　投 資 2,380

１　水洗便所改造資金貸付金 2, 380

４　予 備 費 1,000

１　予 備 費 1, 000

―�特 28�――�特 27�―
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議案第16号

令和４年度長岡市水道事業会計予算

（総　　則）

第１条　　令和４年度長岡市水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

　⑴　給 水 戸 数� 108, 800　戸

　⑵　年 間 総 給 水 量� 　32, 665, 000　㎥

　⑶　一 日 平 均 給 水 量� 89, 493　㎥

　⑷　主要な建設改良事業　　　　　◦浄水施設整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　◦送配水管整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　◦送配水施設整備事業

（収益的収入及び支出）

第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　　　入

　第　１　款　　事 業 収 益� 5, 958, 300　千円

　　　第　１　項　　営 業 収 益� 5, 416, 841　千円

　　　第　２　項　　営 業 外 収 益� 541, 438　千円

　　　第　３　項　　特 別 利 益� 21　千円

支　　　　　　　　　　出

　第　１　款　　事 業 費 用� 5, 520, 800　千円

　　　第　１　項　　営 業 費 用� 5, 203, 083　千円

　　　第　２　項　　営 業 外 費 用� 306, 580　千円

　　　第　３　項　　特 別 損 失� 1, 137　千円

　　　第　４　項　　予 備 費� 10, 000　千円

資 本 的 収 入 及 び 支 出
　収　　　入� （単位　千円）

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　資 本 的 収 入 5,031,200

１　企 業 債 2,423,300

１　企 業 債 2, 423, 300

２　国 庫 補 助 金 1,277,850

１　国 庫 補 助 金 1, 277, 850

３　他会計出資金 1,254,017

１　他 会 計 出 資 金 1, 254, 017

４　負 担 金 73,652

１　工 事 負 担 金 28, 000

２　受 益 者 負 担 金 40, 152

３　受 益 者 分 担 金 5, 500

５　貸付金回収金 2,380

１　　 2, 380

６　 1

１　固 定 資 産 売 却 代 金 1

水 洗 便 所 改 造 資 金
貸 付 金 回 収 金

固 定 資 産
売 却 代 金

　支　　　出� （単位　千円）

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　資 本 的 支 出 8,351,800

１　建 設 改 良 費 3,831,378

１　事 務 費 131, 769

２　資 産 購 入 費 5, 990

３　管 路 整 備 費 1, 558, 800

４　ポ ン プ 場 整 備 費 1, 553, 042

５　処 理 場 整 備 費 392, 600

６　流域下水道建設負担金 189, 177

２　企業債償還金 4,517,042

１　企 業 債 償 還 金 4, 517, 042

３　投 資 2,380

１　水洗便所改造資金貸付金 2, 380

４　予 備 費 1,000

１　予 備 費 1, 000

―�特 28�――�特 27�―



（企　業　債）

第６条　　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。
� （単位　千円）　

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償　　還　　の　　方　　法

上 水 道 施 設
整 備 事 業

1, 554, 600
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

年 5.0 ％ 以 内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金等に
ついて、利率の見
直しを行った後に
おいては、当該見
直し後の利率）

政府資金については、その融資条件に
よる。銀行その他の場合は、その債権
者と協定する。ただし、企業財政の都
合により据置期間及び償還期限を短
縮もしくは繰上償還又は借換えをす
ることができる。

計 1, 554, 600

（一時借入金）

第７条　　一時借入金の限度額は、500, 000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第8条　　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における、同一款内でこれらの経費の各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条　　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経

費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　　職員給与費　　1, 043, 336　千円

（他会計からの補助金）

第10条　　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

⑴　西部丘陵水道建設事業に伴う企業債利子補助� 1, 888　千円

⑵　大積地区水道建設事業に伴う企業債利子補助� 1, 045　千円

⑶　太田地区水道建設事業に伴う企業債利子補助� 3, 689　千円

⑷　西部丘陵東地区配水管整備事業に伴う企業債利子補助� 193　千円

⑸　西部丘陵東地区産業ゾーン（第２期）配水管布設事業に伴う企業債利子補助� 152　千円

⑹　児童手当に対する負担金� 5, 400　千円

　　　　　　合　　　　　　計� 12, 367　千円

（たな卸資産購入限度額）

第11条　　たな卸資産の購入限度額は、63, 666千円と定める。

（重要な資産の取得）

第12条　　重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種　　　類 名　　　　　　　　称 数　　量

工具・器具及び備品 ガスクロマトグラフ－質量分析装置 ２台

　　令和４年３月４日提出

� 長岡市長　　磯　田　達　伸

（資本的収入及び支出）

第４条　　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

3, 397, 700千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額313, 512千円、当年度分損益勘定留保資金1, 823, 583千

円及び減債積立金1, 260, 605千円で補てんするものとする。）

収　　　　　　　　　　入

　第　１　款　　資 本 的 収 入� 1, 780, 200　千円

　　　第　１　項　　企 業 債� 1, 554, 600　千円

　　　第　２　項　　国 庫 補 助 金� 30, 000　千円

　　　第　３　項　　出 資 金� 67, 272　千円

　　　第　４　項　　工 事 負 担 金� 128, 317　千円

　　　第　５　項　　固定資産売却代金� 11　千円

支　　　　　　　　　　出

　第　１　款　　資 本 的 支 出� 5, 177, 900　千円

　　　第　１　項　　建 設 改 良 費� 3, 661, 874　千円

　　　第　２　項　　企 業 債 償 還 金� 1, 501, 477　千円

　　　第　３　項　　国庫補助金返還金� 4, 549　千円

　　　第　４　項　　予 　 備 　 費� 10, 000　千円

（継　続　費）

第５条　　継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

� （単位　千円）　

款 項 事　　業　　名 総　　額 年　　度 年 割 額

資本的支出 建設改良費
妙 見 浄 水 場�
１系沈でん池緩速撹拌機�
更 新 事 業

220, 000
令和４年度 160, 000

令和５年度 60, 000

資本的支出 建設改良費 妙 見 浄 水 場�
配 水 ポ ン プ 更 新 事 業 78, 000

令和４年度 50, 000

令和５年度 28, 000

資本的支出 建設改良費 寺 泊 ポ ン プ 場�
電 気 設 備 更 新 事 業 20, 000

令和４年度 5, 000

令和５年度 15, 000

資本的支出 建設改良費 東 が 丘 配 水 池�
流 入 弁 更 新 事 業 48, 000

令和４年度 7, 000

令和５年度 41, 000

資本的支出 建設改良費 大 島 ポ ン プ 場�
送 水 ポ ン プ 更 新 事 業 80, 000

令和４年度 30, 000

令和５年度 50, 000

資本的支出 建設改良費 上 除 配 水 池�
送 水 管 分 岐 事 業 103, 000

令和４年度 49, 000

令和５年度 54, 000

―�特 30�――�特 29�―



事 業 会 計 予 算 実 施 計 画
及 　 び 　 支 　 出 　
　支　　　出� （単位　千円）

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　事 業 費 用 5,520,800

１　営 業 費 用 5,203,083

１　原 水 及 び 浄 水 費 1, 103, 839

２　配 水 費 715, 223

３　給 水 費 296, 662

４　業 務 費 343, 853

５　総 係 費 345, 502

６　減 価 償 却 費 2, 241, 960

７　資 産 減 耗 費 156, 044

２　営 業 外 費 用 306,580

１　 202, 097

２　雑 支 出 4, 483

３　消費税及び地方消費税 100, 000

３　特 別 損 失 1,137

１　固 定 資 産 売 却 損 37

２　過 年 度 損 益 修 正 損 1, 100

４　予 備 費 10,000

１　予 備 費 10, 000

支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

令 和 ４ 年 度 長 岡 市 水 道
　 収 　 益 　 的 　 収 　 入

　収　　　入� （単位　千円）

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　事 業 収 益 5,958,300

１　営 業 収 益 5,416,841

１　給 水 収 益 5, 059, 508

２　加 入 金 91, 703

３　下 水 道 受 託 収 益 230, 241

４　そ の 他 営 業 収 益 35, 389

２　営 業 外 収 益 541,438

１　受取利息及び配当金 211

２　他 会 計 補 助 金 12, 367

３　長期前受金戻入収益 495, 079

４　雑 収 益 33, 781

３　特 別 利 益 21

１　固 定 資 産 売 却 益 10

２　過 年 度 損 益 修 正 益 11
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資 本 的 収 入 及 び 支 出
　収　　　入� （単位　千円）

　支　　　出� （単位　千円）

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　資 本 的 収 入 1,780,200

１　企 業 債 1,554,600

１　企 業 債 1, 554, 600

２　国 庫 補 助 金 30,000

１　国 庫 補 助 金 30, 000

３　出 資 金 67,272

１　出 資 金 67, 272

４　工 事 負 担 金 128,317

１　工 事 負 担 金 128, 317

５　 11

１　固 定 資 産 売 却 代 金 11

固 定 資 産
売 却 代 金

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　資 本 的 支 出 5,177,900

１　建 設 改 良 費 3,661,874

１　事 務 費 118, 660

２　資 産 購 入 費 75, 694

３　原 浄 水 施 設 費 815, 140

４　給 配 水 施 設 費 2, 651, 863

５　業 務 施 設 費 517

２　企業債償還金 1,501,477

１　企 業 債 償 還 金 1, 501, 477

３　 4,549

１　国 庫 補 助 金 返 還 金 4, 549

４　予 備 費 10,000

１　予 備 費 10, 000

国 庫 補 助 金 
返 還 金

議案第17号

令和４年度長岡市簡易水道事業会計予算

（総　　則）

第１条　　令和４年度長岡市簡易水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

　⑴　給 水 戸 数� 2, 600　戸

　⑵　年 間 総 給 水 量� 919, 000　㎥

　⑶　一 日 平 均 給 水 量� 2, 518　㎥

　⑷　主要な建設改良事業　　　　　◦浄水施設整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　◦配水管整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　◦送配水施設整備事業

（収益的収入及び支出）

第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　　　入

　第　１　款　　事 業 収 益� 511, 900　千円

　　　第　１　項　　営 業 収 益� 144, 745　千円

　　　第　２　項　　営 業 外 収 益� 367, 144　千円

　　　第　３　項　　特 別 利 益� 11　千円

支　　　　　　　　　　出

　第　１　款　　事 業 費 用� 511, 900　千円

　　　第　１　項　　営 業 費 用� 486, 319　千円

　　　第　２　項　　営　業　外　費　用� 19, 703　千円

　　　第　３　項　　特 別 損 失� 5, 378　千円

　　　第　４　項　　予　　　備　　　費� 500　千円
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簡 易 水 道 事 業 会 計



資 本 的 収 入 及 び 支 出
　収　　　入� （単位　千円）

　支　　　出� （単位　千円）

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　資 本 的 収 入 1,780,200

１　企 業 債 1,554,600

１　企 業 債 1, 554, 600

２　国 庫 補 助 金 30,000

１　国 庫 補 助 金 30, 000

３　出 資 金 67,272

１　出 資 金 67, 272

４　工 事 負 担 金 128,317

１　工 事 負 担 金 128, 317

５　 11

１　固 定 資 産 売 却 代 金 11

固 定 資 産
売 却 代 金

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　資 本 的 支 出 5,177,900

１　建 設 改 良 費 3,661,874

１　事 務 費 118, 660

２　資 産 購 入 費 75, 694

３　原 浄 水 施 設 費 815, 140

４　給 配 水 施 設 費 2, 651, 863

５　業 務 施 設 費 517

２　企業債償還金 1,501,477

１　企 業 債 償 還 金 1, 501, 477

３　 4,549

１　国 庫 補 助 金 返 還 金 4, 549

４　予 備 費 10,000

１　予 備 費 10, 000

国 庫 補 助 金 
返 還 金

議案第17号

令和４年度長岡市簡易水道事業会計予算

（総　　則）

第１条　　令和４年度長岡市簡易水道事業会計予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条　　業務の予定量は、次のとおりとする。

　⑴　給 水 戸 数� 2, 600　戸

　⑵　年 間 総 給 水 量� 919, 000　㎥

　⑶　一 日 平 均 給 水 量� 2, 518　㎥

　⑷　主要な建設改良事業　　　　　◦浄水施設整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　◦配水管整備事業

　　　　　　　　　　　　　　　　　◦送配水施設整備事業

（収益的収入及び支出）

第３条　　収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収　　　　　　　　　　入

　第　１　款　　事 業 収 益� 511, 900　千円

　　　第　１　項　　営 業 収 益� 144, 745　千円

　　　第　２　項　　営 業 外 収 益� 367, 144　千円

　　　第　３　項　　特 別 利 益� 11　千円

支　　　　　　　　　　出

　第　１　款　　事 業 費 用� 511, 900　千円

　　　第　１　項　　営 業 費 用� 486, 319　千円

　　　第　２　項　　営　業　外　費　用� 19, 703　千円

　　　第　３　項　　特 別 損 失� 5, 378　千円

　　　第　４　項　　予　　　備　　　費� 500　千円

―�特 34�――�特 33�―



（他会計からの補助金）

第９条　　一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、次のとおりである。

⑴　建設事業等に伴う企業債利子補助� 19, 607　千円

⑵　その他簡易水道事業の支出に対する補助� 258, 277　千円

⑶　児童手当に対する負担金� 1, 116　千円

　　　　　　合　　　　　　計� 279, 000　千円

（たな卸資産購入限度額）

第10条　　たな卸資産の購入限度額は、1, 417千円と定める。

　　令和４年３月４日提出

� 長岡市長　　磯　田　達　伸

（資本的収入及び支出）

第４条　　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額196, 300

千円は過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8, 692千円、過年度分損益勘定留保資金9, 417千円、当年度分損益

勘定留保資金157, 606千円及び減債積立金20, 585千円で補てんするものとする。）

収　　　　　　　　　　入

　第　１　款　　資 本 的 収 入� 268, 300　千円

　　　第　１　項　　企 業 債� 263, 800　千円

　　　第　２　項　　工 事 負 担 金� 4, 500　千円

支　　　　　　　　　　出

　第　１　款　　資 本 的 支 出� 464, 600　千円

　　　第　１　項　　建 設 改 良 費� 274, 563　千円

　　　第　２　項　　企 業 債 償 還 金� 189, 537　千円

　　　第　３　項　　予 備 費� 500　千円

（企　業　債）

第５条　　起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

� （単位　千円）　

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　率 償　　還　　の　　方　　法

簡 易 水 道 施 設�
整 備 事 業

263, 800
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

年 5.0 ％ 以 内
（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる政府資金等に
ついて、利率の見
直しを行った後に
おいては、当該見
直し後の利率）

政府資金については、その融資条件に
よる。銀行その他の場合は、その債権
者と協定する。ただし、企業財政の都
合により据置期間及び償還期限を短
縮もしくは繰上償還又は借換えをす
ることができる。

計 263, 800

（一時借入金）

第６条　　一時借入金の限度額は、200, 000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条　　予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　　各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における、同一款内でこれらの経費の各項間の流用

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第8条　　次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経

費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

　　職員給与費　　60, 954　千円
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事 業 会 計 予 算 実 施 計 画
及 　 び 　 支 　 出 　 　 　
　支　　　出� （単位　千円）

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　事 業 費 用 511,900

１　営 業 費 用 486,319

１　原 水 及 び 浄 水 費 124, 842

２　配 水 費 81, 806

３　給 水 費 19, 333

４　受 託 工 事 費 110

５　業 務 費 3, 749

６　総 係 費 13, 681

７　減 価 償 却 費 230, 645

8　資 産 減 耗 費 12, 153

２　営 業 外 費 用 19,703

１　　 19, 639

２　雑 支 出 64

３　特 別 損 失 5,378

１　過 年 度 損 益 修 正 損 330

２　そ の 他 特 別 損 失 5, 048

４　予 備 費 500

１　予 備 費 500

支 払 利 息 及 び
企 業 債 取 扱 諸 費

令 和 ４ 年 度 長 岡 市 簡 易 水 道
　 　 収 　 益 　 的 　 収 　 入

　収　　　入� （単位　千円）

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　事 業 収 益 511,900

１　営 業 収 益 144,745

１　給 水 収 益 138, 798

２　受 託 工 事 収 益 115

３　加 入 金 198

４　下 水 道 受 託 収 益 3, 553

５　そ の 他 営 業 収 益 2, 081

２　営 業 外 収 益 367,144

１　他 会 計 補 助 金 279, 000

２　長期前受金戻入収益 85, 150

３　雑 収 益 2, 993

４　　 1

３　特 別 利 益 11

１　過 年 度 損 益 修 正 益 11

消 費 税 及 び�
地 方 消 費 税 還 付 金
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資 本 的 収 入 及 び 支 出
　収　　　入� （単位　千円）

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　資 本 的 収 入 268,300

１　企 業 債 263,800

１　企 業 債 263, 800

２　工 事 負 担 金 4,500

１　工 事 負 担 金 4, 500

　支　　　出� （単位　千円）

款 項 目 予　 定 　額 備　　　　考

１　資 本 的 支 出 464,600

１　建 設 改 良 費 274,563

１　原 浄 水 施 設 費 99, 710

２　給 配 水 施 設 費 174, 853

２　企業債償還金 189,537

１　企 業 債 償 還 金 189, 537

３　予 備 費 500

１　予 備 費 500
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